
 

 

第２回都区財政調整協議会幹事会 次第 

 

 

 

  １ 日 時     令和４年１２月１３日（火） 午後６時００分～ 

 

  ２ 場 所     東京区政会館 １９１会議室 

 

  ３ 議 題   令和５年度都区財政調整について 

 

  ４ 進行次第（司会：東京都総務局行政部都区財政調整担当課長） 

（１） 協 議 
 ・都側提案事項について 
 ・区側提案事項について 
 ・その他について 
（２） その他 

 

  ５ 配付資料 

（１） 令和 5年度都区財政調整協議個別課題についての都区双方の考え方 

   （第 2回財調協議会幹事会：令和 4年 12 月 13 日） 

（２） 区側参考資料 
 

 



【都側提案事項】

１算定方法の見直し等

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

1 出張所管理運営費
の見直し

出張所管理運営費について、特別区の実態を踏まえ、標準
区における施設数・面積を設定するとともに、算定の見直
しを行う。
（第１回幹事会）

令和4年度財調協議内容を踏まえた上での経費設定となって
おり、特別区の実態に基づく合理的かつ妥当な内容と考え
られるため、都案に沿って整理する。
（第２回幹事会）

2 各種援護事業費の
見直し

各種援護事業費について、肢体不自由児慰安会の実施方法
が、直営から福祉団体に対する助成へと変更していること
から、身体障害者協会、保護司会等福祉団体に対する助成
事業に係る経費と統合した上で、算定を見直す。
（第１回幹事会）

都案は、未実施区も含めた回帰分析により標準区経費を設
定している。標準区経費の設定においては、未実施区を除
き、算定すべきであることから、都案は妥当ではない。
（第２回幹事会）

3 待機児童保育事業
費の廃止

待機児童保育事業（家庭福祉員事業補助）に係る経費につ
いて、実施区が6区のみであることから、算定を廃止する。
（第１回幹事会）

都案は、本事業の過去の経緯を踏まえると、普通交付金で
捕捉すべき項目であり、態容補正による算定が妥当である
と考える。また、態容補正による算定については、保育士
等の処遇改善に係る補助の創設を踏まえ、新たな単価で設
定されるべきと考える。
（第２回幹事会）

4 保育力強化事業費
の廃止

本経費は、令和2年度財調協議において、都の「子供家庭支
援包括補助事業」から個別補助事業に移行したことを契機
に区側提案があり、合意したものである。
その際、都は「平成30年度時点での実施区が11区に限られ
ることから、あるべき需要として妥当なのか、今後も各区
の状況を踏まえ検証する必要がある」と発言している。
令和2年度財調協議から3年が経過し、改めて都で状況を確
認したところ、令和3年度の実施区は8区に限られているこ
とが判明した。
よって、標準区経費としての普遍性が認められないことか
ら、算定廃止を提案するものである。
（第１回幹事会）

事業実施区が減少傾向にあること、区ごとの実施状況にバ
ラつきがあることを踏まえれば、普遍性が認められないと
して、単位費用における算定を廃止するという都案は、一
定程度理解できる。
しかし、財調上、算定すべき項目であり、普通交付金で捕
捉すべき項目であることに変わりないことから、態容補正
による算定が妥当であると考える。
具体的には、補助の実績報告書を挙証資料として、補助実
績をもとに算定を加算する形で対応することが可能と考え
るが、算定の可否について、都側の見解を伺う。
（第１回幹事会）

令和5年度都区財政調整協議個別課題についての都区双方の考え方（第2回財調協議会幹事会：R4.12.13）

取扱注意
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１算定方法の見直し等（つづき）

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

5 衛生総務費　保健
福祉サービス推進
会議委員謝礼の廃
止

保健福祉サービス推進会議に係る経費について、実施区が6
区のみであることから、算定を廃止する。
（第１回幹事会）

都案に基づき、区側において確認を行ったところ、実施区
が1区のみであり、特別区の実態を踏まえた提案であること
から、都案に沿って整理する。
（第２回幹事会）

6 【小学校費・中学
校費】学校運営費
（調理従事者ノロ
ウイルス検査委
託）の見直し

本経費は、平成29年度に厚生労働省による「大量調理施設
衛生管理マニュアル」が改正され、調理従事者に対するノ
ロウイルス検査が努力義務化されたことを契機とし、平成
31年度財調協議において区側より提案がされ、都区で合意
したものである。
平成31年度財調協議において、区側の当初提案は、特別区
の実態をもとに検査回数を年2回と設定したものであった。
それに対し、都側から、児童・生徒の安全面を考慮し、先
に述べたマニュアルに沿った検査回数である年6回での設定
を促し、修正合意をした経緯がある。
ノロウイルス検査の努力義務化から一定年数が経過したこ
とから、特別区の実態について調査をしたところ、検査回
数が現行算定の年6回に満たない区が複数区存在することが
分かった。これを踏まえ、今回の提案は、実態に即した検
査回数に再設定する。
また、検査に係る単価についても、特別区の実態を踏まえ
た見直しを提案する。
（第１回幹事会）

今回の都側提案は、国のマニュアルに基づく設定ではな
く、特別区の実態を踏まえた検査回数、単価により算定す
べきとの内容である。区としては、特別区の実態を踏まえ
て見直すことに異論はない。
ただし、本件については、先程の発言にもあったように、
平成31年度財調協議では、区側が特別区の実態をもとに提
案したことに対し、都側から厚生労働省のマニュアルに
沿った回数に変更するよう指摘があり、都案に沿って修正
合意に至った経緯がある。
今回、国の基準ではなく、区の実態を踏まえた提案とした
理由について、都側の見解を伺う。
（第１回幹事会）

区側より「区の実態を踏まえた提案とした理由」について
の確認があった。
先ほど述べたとおり、努力義務化から一定年数が経過して
いる中、年6回での設定に満たない区が複数区存在すること
が分かったことによる。
また、区側から「都側提案は、国のマニュアルに基づく設
定ではなく」との発言があった。
当該マニュアルは必ずしも年6回の検査を実施することのみ
を努力義務としている訳ではなく、必要に応じて検査を実
施する、ということも努力義務として位置付けている。
そのため、本提案による見直しが、必ずしも国のマニュア
ルに基づかないことを意味する訳ではないと考えている。
（第１回幹事会）

-2-



１算定方法の見直し等（つづき）

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

7 【小学校費・中学
校費】学校運営費
（児童・生徒安全
対策経費）の見直
し

学校運営費で算定している児童・生徒の安全対策に係る経
費である防犯器具購入費、非常通報装置保守委託、防犯カ
メラ保守委託（学校内・通学路）について、算定の見直し
を行う。
まず、防犯器具購入費及び防犯カメラ保守委託（学校内）
については、実施区が少数であることから算定を廃止す
る。
また、非常通報装置保守委託については、現行算定が区の
実態と乖離しているため、決算の回帰分析の結果に基づき
算定を充実する。
さらに、防犯カメラ保守委託（通学路）については、区の
実態を踏まえて1校当たりの経費を見直すことで、算定を縮
減する。
（第１回幹事会）

防犯器具購入費については、都の調査では、経費計上区は
過半数を下回るものだが、学校は、児童生徒が一日の大半
を過ごす生活の場でもあり、児童生徒等の安全に十分留意
する必要があるため、そのためにも防犯器具の常備や買い
替え経費は維持されるべきである。また、区で都の調査結
果を検証したところ、各学校に配当された予算として学校
単位での購入を行っている区について、調査への回答を
行っていない区が存在したことから、本調査結果のみを踏
まえて廃止するべきではないと考える。
非常通報装置保守委託については、直近実績を踏まえて、
算定を充実する内容となっており、妥当であると考えられ
るため、都案に沿って整理する。
防犯カメラ保守委託（学校内）については、直近実績を踏
まえて、算定を廃止する内容となっており、妥当であると
考えられるため、都案に沿って整理する。しかし、コミュ
ニティスクールや外部指導員など地域住民の出入が今後増
加し、需要は高まっていくことが見込まれるため、区側で
改めて提案を検討することを申し添えておく。
防犯カメラ保守委託（通学路）については、1校あたりの保
守委託単価について、決算総額を全学校数で除して平均を
出しており、妥当ではないと考える。
（第２回幹事会）

-3-



【区側提案事項】

１特別区相互間の財政調整に関する事項
基準財政需要額の調整項目

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

1 児童相談所関連経
費

区側からの発言に回答する前に、まず、協議姿勢につい
て、一言申し上げる。
先日の第2回財調協議会の都側総括意見でも申し上げたが、
「区側は役割分担による配分割合の見直しを主張するのみ
で、財源保障の観点から検証しようとする都の質問に対
し、明確な回答はありませんでした。」その際に、「都と
しては財源保障の観点からの議論も必要と考えているの
で、今後の協議においてはしっかりと対応していただくよ
うお願い」した。
しかし、ただ今の発言では、区側が回答する必要がないも
のは回答しないという姿勢が明らかになった。
地方自治法では、財調条例を制定する場合には、都区協議
会の協議を経てなされることになっており、都区で真摯に
協議を尽くすことが必要である。この点については、地方
自治法逐条解説においても、都と特別区が真摯に協議する
ことが推奨されている。
また、第1回財調協議会区側提案においては、「課題を解決
するために、お互いの立場を尊重しながら、議論を尽くし
ていくことが大事であると考えている」旨の発言もあっ
た。
これがお互いの立場を尊重しながら議論を尽くしている状
態と言えるのか。
協議である以上、意見が対立することはままあることだと
思う。自らの主張や考えに合わないから、回答を拒否する
ような姿勢では協議が成り立たない。今後の協議において
は、都側の質問を拒否するような姿勢は改めていただきた
いと思う。
（つづきあり）

本件に関しては、すでに2回行われた財調協議会の中で、実
質的に議論が始まっているため、区側提案の説明は割愛
し、財調協議会における内容を引き継ぐ形で始めたいと思
う。
第2回財調協議会において、都区間の財源配分の考え方につ
いて、都側から「都と特別区の間の財源配分の基礎となる
数値を条例で定めるに当たっては、都区の役割分担の状況
を慎重に吟味する必要がある。また、地方自治法施行令第
210条の14の規定にも鑑みると中期的には安定的な割合を定
めなければならない。とされている。こうした考えによ
り、都区間の財源を配分すべきであると考えている」とい
う、全く理解しかねる、明確ではない回答があった。
また、「特別区財政調整交付金は、地方自治法施行令第210
条の12により、特別区の基準財政需要額から基準財政収入
額を控除することにより得られる財源不足額であるという
のが制度の基本であり、地方自治法施行令第210条の14の規
定により、この財源不足額の合算額と普通交付金総額が引
き続き著しく異なる場合には、条例で定める割合、配分割
合の変更を行うものである。こうしたことから、特別区の
需要と収入がどうなっているかという点抜きには、都区間
の財源配分を検討することはできない。こうした考えに基
づき、都と特別区との協議により決めるべきものと考えて
いる」とも発言があった。
この発言を踏まえると、都側は、都区間の財源配分を決め
るにあたっては、都の状況を計る必要はなく、特別区のみ
の所要額の積み上げによって、都区間の財源配分、つまり
配分割合を決めればよいという考え方であると認識してよ
ろしいか。この認識が異なるということであれば、具体的
に示されたい。なお、「慎重に吟味する」や、「中期的に
は安定的な割合」ということは、財源配分の決定方法では
ない。区側は、明確な財源配分の決定方法を伺っている。
（つづきあり）

-4-



１都区間の財源配分に関する事項（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

児童相談所関連経
費
（つづき）

それでは本題に入る。区側から8点についての質問があっ
た。
区側からは、財調協議会における内容を引き継ぐ形で、幹
事会での協議を始めたいとのことであったので、まずは、
区側から「第2回協議会において回答がなかった」と発言の
あった2点についてお答えする。
まず1点目であるが、配分割合を変更する際の原則は、これ
まで何度も説明しているが、「都と特別区の事務配分又は
役割分担に大幅な変更があった場合」と、「区の財源に引
き続き著しい過不足が生じることが見込まれる場合」があ
り、それぞれの観点から都区で協議した上で決めるものと
考えている。
次に、2点目については、第2回協議会において、「平成19
年度の3％、令和2年度の0.1％についても、都区で協議した
結果であると認識している」と発言している。
次に、都側からも、第2回協議会において、区側からの回答
がなかった3点について、回答を求める。
まず1点目であるが、協議会の中で平成10年4月30日の地方
行政・警察委員会での自治省財政局長の答弁を紹介した。
読み上げると、「これから新しい事務が特別区の分担に
なっていく、あるいは行政需要が新しく付け加わってくる
ということも当然あり得るわけでございまして、その結
果、今の調整三税の割合がそういう事務配分と要するに見
合わないというふうなことになってくる場合には、これも
交付税制度でいいます6条の3第2項のような、継続して著し
い財源不足が出る場合にはこの調整割合を変更するという
ふうなことをこの地方自治法の施行令で定めておるわけで
ございます。」というものである。
特別区の児童相談所の設置は、この答弁にある「新しい事
務が特別区の分担になる」、「行政需要が新しく付け加
わってくる」には当たらないという認識なのか、区の見解
を伺う。
（つづきあり）

都側の考え方が、特別区のみの所要額の積み上げによって
配分割合を決めるということであれば、明確に法の規定を
逸脱したものであるとともに、平成12年都区制度改革に
よって、新たに確立された都区制度を全く理解していない
見解である。都側は、都区制度改革前後で、財調制度の制
度運用は何も変わらないという認識なのか、都側の見解を
伺う。
なお、都区間の財源配分の考え方について、都区の役割分
担に応じて配分するということは、区側の独自解釈であ
り、都側として認めることができないということであれ
ば、これまで都区で膨大な作業を費やしてきた、平成12年
都区制度改革に向けた協議、その後の主要5課題の協議、都
区のあり方検討について、一体何のための作業であったの
かということを含めて、確認していく必要があると考えて
いる。
また、都区間の財源配分は都区の役割分担に応じて配分す
べきという区側の見解は、繰り返しになるが、法解釈とし
て総務省に確認したものである。都側がなおも疑義がある
ということであれば、都区合同で総務省に確認に行くこと
は、やぶさかではないので、申し上げておく。
次に、配分割合の変更について、第2回協議会において回答
がなかった点について、改めてお聞きする。
1点目は、第2回協議会における都側の説明からすると、配
分割合を変更する根拠は、役割分担の変更も含めて、地方
自治法施行令第210条の14の規定が全てであるように聞こえ
たが、そういう考えなのか。
2点目は、仮にそうであるとするならば、平成19年度におけ
る配分割合の変更は、同施行令第210条の14に定める著しい
財源不足が見込まれなくとも、配分割合を変更しているこ
とから、都区の協議で配分割合の変更は可能ということに
なり、矛盾するが、その点はどのように考えているのか。
（つづきあり）
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１都区間の財源配分に関する事項（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

児童相談所関連経
費
（つづき）

次に2点目であるが、先ほどの答弁に加えて、もう一つの自
治財政局長の答弁も紹介し、この2つの答弁についての区側
の認識を確認した。
この2つ目の答弁を読み上げると、「清掃事業等が特別区に
移管されます場合には、その実施に要します経費は当然都
の負担から特別区の負担に代わってまいります。
したがいまして、この都区財政調整制度におきましては、
特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができ
るように財調交付金を交付するということでございますか
ら、財調制度の基準財政需要額に算入をしていくことが必
要になってまいります。
したがいまして、一般的には現在の都条例で定められてお
ります調整割合44％を引き上げる必要が生じてくるという
ことも予想されるわけでございまして、具体的には平成12
年4月の法施行時期をめどに都と特別区との間の話し合いに
よりまして、これらの経費が賄えるように改めて適切な調
整割合が設定されてくるものというふうに考えておりま
す。」というものである。
1つ目の答弁に対しては、「お示しいただいた1例目は、地
方自治法施行令210条の14の規定による配分割合の変更規定
である。複数年度にわたって著しい財源不足が見込まれる
場合または結果としてそういう状態となった場合には、当
然に配分割合を変更するものとする強制規定であり、その
ような場合には、配分割合を変更しなければなりません。
しかし、これは配分割合を変更する一つのケースであり、
全てではありません。今回の特別区の児童相談所の設置に
ついては、このケースには当てはまりません。」との回答
をいただいた。
（つづきあり）

この2点について、明確に答えていただきたい。
次に、過去の変更事例についても改めて確認する。
平成19年の都補助事業の区自主事業への切り替えとしての
1％の変更、三位一体改革の影響による2％の変更、令和2年
度の児童相談所関連経費の取り扱いの協議の結果としての
0.1％の変更について、どの変更事由に該当し配分割合の変
更に至ったのか、認識を伺う。変更事由としては、地方自
治法施行令第210条の14か、都区合意している実施大綱に定
める都区の役割分担の大幅な変更か、大規模な税財政制度
の改正か、その他必要があると認められる場合か、この4点
以外の事由によるものなのか、いずれに当たるのか、答え
ていただきたい。万が一、4点以外の事由であるという場合
は、その根拠も含めて示されたい。
なお、都補助事業の区自主事業への切り替えに関しては、
平成19年度財調方針では、東京都から特別区への更なる事
務移管等の方向が出されたことを踏まえて、配分割合を1％
変更しているという点を前提に、答えていただきたい。
第2回協議会における区側の確認に対し、都側の回答は、
「配分割合の変更は、都区で協議して決めるもの」とした
上で、当時の財調方針を発言したのみに留まっている。区
側が確認しているのは、配分割合の変更に至った具体の変
更事由であるので、申し添えておく。
次に、都側が、特別区の児童相談所の設置が「都と特別区
の事務配分又は役割分担の大幅な変更に該当するものでは
ない」という論拠として、1点目に、特別区の児童相談所は
一斉移管ではなく令和4年度末時点で設置区が7区であるこ
と、2点目に、設置区以外の区域では都に設置義務があるこ
と、3点目に、サテライトオフィスの設置を進めているこ
と、4点目に、本来設置区が担う業務の一部について、設置
区が法的責任を果たしていないことを挙げている。
（つづきあり）
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１都区間の財源配分に関する事項（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

児童相談所関連経
費
（つづき）

2つ目の答弁に対しては、「お示しいただいたもう一つの例
は、役割分担の変更に伴って、配分割合を変更する必要が
生じることが予想されるが、都区の協議により適切に設定
されると言っているわけで、まさに役割分担の変更に伴う
配分割合の変更を行うケースを説明しているものです。
今回の児童相談所のことについては、このケースに該当す
ると考えています。」との回答をいただいた。
この2つの答弁は、両方とも清掃事業の移管に際しての配分
割合の決め方についての答弁であるが、なぜ1つ目が今回の
児童相談所のケースには該当せず、2つ目のものだけが該当
するのか、区側の見解を伺う。
次に、3点目であるが、「配分割合を変更しなければ児童相
談所の運営に要する経費を賄うことができない状況となる
のか」伺ったところ、「区が求めているのは法の主旨と都
区の合意事項を踏まえた、役割分担の変更に伴う財源配分
の変更であり、区の財政運営に支障をきたすかどうかが判
断基準となるものではないと考えている」旨の回答があっ
た。
この「配分割合を変更しなければ特別区の児童相談所の運
営に要する経費を賄うことができない状況となるのか」に
ついては、区側が今回の児童相談所のケースに該当すると
した2つ目の自治財政局長の答弁についての見解を伺ったも
のである。
区側が「今回の児童相談所のケースに該当する。」と認め
た答弁についての見解を答えられないはずがない。
改めて伺う。「配分割合を変更しなければ児童相談所の運
営に要する経費を賄うことができない状況となるのか」答
えていただきたい。
区側からの残る6点の質問については、回答を留保し、この
第2回協議会でご回答いただいていない3点の質問について
の明確な回答をいただいた後に、回答する。
（第１回幹事会）

これらについては、第2回協議会までに、全て論拠になり得
ないことを申し上げている。その他に、特別区の児童相談
所の設置が「都と特別区の事務配分又は役割分担の大幅な
変更に該当するものではない」という論拠があれば示され
たい。
なお、都側より、再三にわたり、「特別区は、政令で指定
された場合のみ児童相談所を設置可能となっている」と発
言しているが、これは明確に誤りである。正確には、児童
福祉法上、特別区は児童相談所を設置可能であり、政令指
定を受けた場合は、設置が義務付けられることになるの
で、今後は表現に留意するようお願いする。
次に、区側から、地方交付税制度において、中核市が児童
相談所設置市となった場合を例に、特別区だけが、財源移
譲を受けられないことは、不合理であり容認できないと主
張したことを受けて、都側より「特別区の児童相談所の経
費は、既に需要算定されており、財源は保障されておりま
す」との発言があったが、区側の発言の趣旨は、需要とし
て算定しているかということではなく、交付税制度では、
府県から当該中核市に財源が付け替わっていることに関し
て、同じ財源保障制度として、均衡が取れているかという
視点での発言である。
つまり、財調制度でも交付税制度と同様に、児童相談所を
設置すれば、都から特別区へ財源を付け替えるべきである
ということを申し上げている。この点について、改めて見
解を示されたい。
（つづきあり）
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１都区間の財源配分に関する事項（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

児童相談所関連経
費
（つづき）

次に、区側が配分割合の変更を求めているのは、法の原則
や都区の合意事項を踏まえた、役割分担の変更に伴う配分
割合の変更であり、地方自治法施行令第210条の14の規定を
適用し、配分割合の変更を求めているものではないことを
申し上げておく。にも関わらず、都側より、再び、都が受
け入れなかった区側提案の合計額について、また、配分割
合を変更しなければ、児童相談所の運営に要する経費を賄
うことができない状況になるのか、あるいは財政運営に支
障をきたす状況になるのかという点について見解を求めら
れている。
法の原則や都区の合意事項を踏まえた、役割分担の変更に
伴う配分割合の変更を求めるに当たり、なぜ、このような
点が必要となるのか、区側が納得できる理由を示された
い。
なお、都側がこのような点について確認を求める一方、区
側が回答する必要がないと申し上げているのは、都区で財
源配分の考え方や配分割合の変更の考え方が一致していな
いことに起因している。
このため、これらの考え方を一致させるために、前段のと
ころで、具体的な財源配分の考え方の確認や、地方自治法
施行令第210条の14が変更事由のすべてなのか、過去の変更
事例において、どのような事由によって配分割合を変更し
ているのかを確認しているわけである。区側が確認してい
る点を明確に回答いただければ、財源配分の考え方や配分
割合の変更の考え方について、都区で整理することができ
る。
（つづきあり）

児童相談所関連経
費
（つづき）

この結果として、都区で整理した考え方の中で、仮に、都
側が指摘するような点、つまり、配分割合を変更しなけれ
ば、児童相談所の運営に要する経費を賄うことができない
状況になるのか、あるいは財政運営に支障をきたす状況に
なるのかという点が、必要なのか否かが判断できるのでは
ないか。
よって、まずは、区側が確認している点について、しっか
りと明確に回答いただければと思う。
（第１回幹事会）
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１都区間の財源配分に関する事項（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

児童相談所関連経
費
（つづき）

都区間の財源配分を協議するにあたり、再三、区側から、
都区間の財源配分の考え方、つまり、財源配分の決定方法
を確認しているが、都側からはこれまで全く明確ではない
回答が続いており、今回に至っては回答すらなかった。
また、回答したという2点についても、区側から、配分割合
を変更する根拠は、役割分担の変更も含めて、地方自治法
施行令第210条の14の規定が全てなのか、また、仮にそうで
あるとするならば、平成19年度における配分割合の変更
は、同施行令第210条の14に定める著しい財源不足が見込ま
れなくとも、配分割合を変更していることから、都区の協
議で配分割合の変更は可能ということになり、矛盾するが
どのように考えているかという質問に対し、都側は、配分
割合を変更する際の原則は、「都と特別区の事務配分又は
役割分担に大幅な変更があった場合」と、「区の財源に引
き続き著しい過不足が生じることが見込まれる場合」があ
り、それぞれの観点から都区で協議した上で決めるものと
考えている、また、「平成19年度の3%、令和2年度の0.1％
についても、都区で協議した結果であると認識している」
と回答しているのみであり、区の質問の趣旨を全く無視し
た回答であった。
それどころか、都側は、区側がすでに回答しているにも関
わらず、未だに回答がないと主張し、区側からの確認事項
の回答を留保するとしている。
状況を整理させていただくが、区側参考資料をご覧いただ
きたい。
特別区の児童相談所設置に伴う財調上の取り扱いに関する
協議を行うには、まず、調整税等をどのように都区で配分
すべきかという観点から、「都区間の財源配分の考え方」
を整理し、次に、整理された財源配分の考え方を踏まえ
て、「配分割合の変更の考え方」、つまり変更事由を整理
しなければならない。
（つづきあり）
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１都区間の財源配分に関する事項（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

児童相談所関連経
費
（つづき）

そうすることで、特別区の児童相談所の設置が、変更事由
に該当するかどうか、はじめて、協議することができる。
このため、区側は、第1回協議会から、再三、財源配分の決
定方法と配分割合の変更事由について質問しているわけで
ある。
一方で、都側から質問があった点は、財源配分の決定方法
を考慮せず、変更事由や特別区の児童相談所をどのように
取り扱うべきかなどに関する質問に終始している。議論す
べき前段の論点を抜きにしているため、都区の考え方がす
れ違って当然なわけである。
以上のことから、先に回答すべきは、どちらか論じるまで
もない。
なぜ、答えていただけないのか、理解に苦しむ。
こういったことを前提に申し上げるが、区側は誠意をもっ
て都側の質問に回答しているし、都側が区側の回答がない
と主張している点についても、区側の考え方を示してい
る。
都側こそが、区側の問いかけに対し、答えていないし、答
えたように見せても、質問の趣旨に合わない内容の発言を
繰り返しているのみである。
にもかかわらず、あたかも区側が不誠実な対応に終始して
いるかのように指弾し、区側を貶めるような発言をしたこ
とは到底許されるものではない。
都側こそ、誠意ある対応をすべきである。
次に、都側から質問がありました3点について、答える。
1点目については、この国会答弁には、特別区の児童相談所
の設置については、このケースに当たらないと、第1回協議
会にて答えているとおりである。
（つづきあり）
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１都区間の財源配分に関する事項（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

児童相談所関連経
費
（つづき）

2点目については、こちらについても、すでに回答をしてい
る。配分割合の変更事由は、独立した2つの事由があり、ど
ちらかに該当すれば、配分割合を変更すべきと考えてい
る。
1つ目の事由として、「都区間の財源配分に関しては、法律
によって定められている都区の役割分担に応じて定めるも
のであることから、都区間の役割に変動があった場合に
は、基本的には配分割合の変更が必要になるということが
原則の考え方であり、これを踏まえて実施大綱における都
区合意」の変更事由があること、2つ目の事由として、地方
自治法施行令第210条の14で定める変更事由があることを申
し上げている。
特別区の児童相談所の設置については、前者に該当するこ
とから提案をしている。後者は「普通交付金の総額が引き
続き財源不足額合算額と著しく異なることとなる場合」に
該当していないことから、提案していない。
3点目については、配分割合を変更しなければ賄えないのか
ということであるが、先ほど、回答する必要がないこと
を、その理由とともに答えている。また、なぜ回答する必
要があるのか、都側にその理由を示していただきたい旨、
発言しているが、その回答がないので、これ以上何を説明
すればよいのか。
なお、清掃事業についての自治省財政局長の答弁を根拠の
ように説明をされているが、当該答弁は、賄えるように適
切な配分割合を定めると答弁しているのであって、賄えな
いかどうかなどということは答弁していないことを申し上
げておく。
最後に、改めて、申し上げるが、財調制度は、法定の制度
であるので、法的な解釈、また、平成12年の都区制度改革
の趣旨も踏まえて、都側もしっかりと明確な回答をすべき
である。
（つづきあり）
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１都区間の財源配分に関する事項（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

児童相談所関連経
費
（つづき）

本日はこれ以上の回答はできないでしょうから、回答は不
要であるが、このあとは、都庁内で改めて対応をしっかり
検討していただき、次回までに、財源配分の決定方法につ
いて、区側の考え方に賛同するのか、それとも別途法的な
根拠をもって、否定するのか、今一度、検討いただきたい
と思う。
この点については、次回幹事会において、区側から改めて
確認するので、しっかりと対応いただくようお願いする。
この財源配分の決定方法が、明確にならなければ、この先
の協議が進められず、今後の協議進行に支障が生じるの
で、よろしく対応願う。
仮に、次回幹事会においても、明確な回答がないようであ
れば、都区合同で総務省に法解釈を確認することも提案せ
ざるを得ないということを申し上げておく。
（第１回幹事会）
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２特別区相互間の財政調整に関する事項
基準財政需要額の調整項目

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

1 議会運営費（タブ
レット端末運用経
費）

区議会議員用のタブレット端末の活用により、資料や議案
などが電子化され、ペーパーレス化の効果も見込まれると
考えるが、現行算定されている印刷製本費の見直しは行わ
ないのか。
（第２回幹事会）

議会運営費について、区議会議員用タブレット端末運用に
係る経費を新規に算定する。なお、決算の回帰分析結果を
踏まえ、全固定での算定とし、標準区経費は標準的な事業
モデルにより設定する。事業モデルについては、各区の議
員1人あたり単価の実施区平均により設定する。
（第１回幹事会）

2 企画調査費（区民
意識意向調査経
費）

区側提案は各区の決算額から標準区経費を設定している
が、区により区民意識意向調査の実施規模が200人～6,000
人とばらつきがある。標準区における実施規模を設定した
上で、経費を設定すべきである。また、区案には普遍的で
ない経費が含まれていることから改めて経費の精査をすべ
きと考える。
（第２回幹事会）

企画調査費について、区民意識意向調査に係る経費を新規
に算定する。なお、決算の回帰分析結果を踏まえ、全固定
での算定とし、標準区経費は実施区平均により設定する。
（第１回幹事会）

3 区立施設アスベス
ト関連事前調査費

アスベスト対策経費については、平成17年度再調整におい
て、公共施設の調査・除去工事及び民間建築物の調査・除
去工事助成費等を算定しているが、再調整で算定済みであ
る経費との切り分けについて伺う。
（第２回幹事会）

区立施設アスベスト関連事前調査に係る経費について、新
規に算定する。なお、決算の回帰分析結果を踏まえ、全固
定での算定とし、標準区経費は実施区平均により設定す
る。
（第１回幹事会）

4 法務管理費 法律相談委託に係る決算額について、人口が同規模にもか
かわらず委託料が225倍となっているものもあり、委託の範
囲や業務内容の精査が必要であると考える。また、実施区
平均を用いた標準区設定は妥当ではない。
行政不服審査委員に係る経費については、一人当たり単価
が最高額である会長の単価を超えている区があるなど、経
費内容の精査が必要であると考える。
審理員に係る経費については、平成29年度財調協議時点か
ら計上区数に大きな変化が見られず、また雇用形態の違い
や経費のバラつきがあり、単に平均した経費を標準区経費
として設定することは妥当でないと考える。
その他の法務管理に係る経費については、標準区経費の設
定にあたり、経費が突出している区があることから精査が
必要であると考える。
（第２回幹事会）

法務管理費について、特別区の実態を踏まえ、算定を充実
する。なお、決算の回帰分析結果を踏まえ、一部固定での
算定とする。顧問弁護士に係る標準区経費は、節を報酬か
ら委託料に改め、実施区平均により設定する。行政不服審
査会委員に係る標準区経費は、開催回数を回帰分析によ
り、単価及び委員数を実施区平均により、それぞれ設定、
審理員に係る標準区経費は、実施区平均単価及び人数によ
り設定する。また、その他の法務管理に係る標準区経費
は、実施区平均により設定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

5 防災行政無線シス
テム維持管理費

標準区経費の設定に使用した決算に、敷地施設使用料、無
線移設経費や免許申請手数料が含まれているが、これらの
経費は恒常的に発生する経費なのか伺う。
また、現行算定では電波利用料と総務省定期検査に係る経
費は役務費、無線機器保守点検については委託料に計上し
ているが、区側提案は電波利用料が役務費と使用料及び賃
借料に、総務省定期検査に係る経費は役務費と委託料に分
かれている。現行算定を踏まえ節について整理するととも
に、経費内容の性質や普遍性を考慮し、併せて標準的なモ
デル台数を設定すべきと考える。
（第２回幹事会）

防災行政無線システム維持管理費について、特別区の実態
を踏まえ、算定を充実する。なお、決算の回帰分析結果を
踏まえ、一部固定で標準区経費を設定する。
（第１回幹事会）

6 安全安心まちづく
り推進事業費（防
犯パトロール委託
経費）

区案は標準的な事業モデルを設定したとのことであるが、
単価が突出している区があること、各区の実施形態を考慮
していないことなどから、モデル設定にかかる経費を精査
すべきと考える。
（第２回幹事会）

安全安心まちづくり推進事業費の防犯パトロール委託経費
について、特別区の実態を踏まえ、算定を充実する。な
お、決算の回帰分析結果を踏まえ、全固定での算定とし、
標準区経費は標準的な事業モデルにより設定する。事業モ
デルについて、時間単価、1日あたり時間数、日数及び人数
を実施区平均等により設定する。
（第１回幹事会）

7 地域コミュニティ
活動支援費

令和4年度財調協議において都側から「他の算定項目との重
複が懸念される事業等の精査ができておらず、また、年度
によって各事業の実績にばらつきがある」と指摘した。今
回の区側提案では、未だ他の算定項目と重複が懸念される
事項が含まれていると考えるが、どのように精査を行った
のか伺う。
（第２回幹事会）

地域コミュニティ活動支援費について、特別区の実態を踏
まえ、包括算定されている経費全体を見直し、算定を充実
する。なお、決算の回帰分析結果を踏まえ、一部固定で標
準区経費を設定する。
（第１回幹事会）

8 公金取扱手数料
（受託業務経費）

区側提案は、受託事務件数に受託事務手数料単価を乗じた
各区の見込額を元に標準区経費を設定しているが、標準区
として区分ごとのあるべき件数を設定した上で、改定後の
受託事務手数料単価を乗じるべきと考える。
（第２回幹事会）

公金取扱手数料の受託業務経費について、受託事務手数料
単価が上昇することを踏まえ、算定を充実する。また、令
和7年度まで段階的に引き上げる。なお、各年度の改定単価
に件数実績を乗じて得た額の回帰分析結果を踏まえ、一部
固定で標準区経費を設定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

9 情報セキュリティ
クラウド運用経費

区側提案は、各区の年間契約予定額を元に標準区経費を設
定しているが、必須機能、選択型必須機能、オプション機
能といった区分がある中で、どのような契約内容が標準的
なものなのかを検討した上で、経費を設定すべきと考え
る。
（第２回幹事会）

情報セキュリティクラウド運用経費について、運用方法の
変更を踏まえ、算定を改善する。なお、節を負担金補助及
び交付金から役務費に改め、年間契約予定額の回帰分析結
果を踏まえ、一部固定で標準区経費を設定する。
（第１回幹事会）

10 全国手話言語市区
長会負担金

全国手話言語市区長会負担金は、令和4年11月時点で23区含
め618市区が加入していることから普遍性が認められる。ま
た、団体規模に関わらず一律同額の負担金である点を踏ま
えた区側提案は、標準区経費として合理的かつ妥当な水準
であることから、区案に沿って整理する。
（第２回幹事会）

全国手話言語市区長会負担金について、新規に算定する。
なお、事業の性質を踏まえ、全固定での算定とし、標準区
経費は1団体あたりの定められた負担金により設定する。
（第１回幹事会）

11 重症心身障害児
（者）等在宅レス
パイト・就労等支
援事業費

予算を用いた標準区設定では妥当性に欠けると考える。本
事業は、都の「障害者施策推進包括補助事業」から個別補
助事業に移行したものであり、移行後も補助内容に変更が
ないことから、都の包括補助事業の対象であった令和3年度
実績をもとに標準区経費を設定すべきと考える。
（第２回幹事会）

重症心身障害児（者）等在宅レスパイト・就労等支援事業
費について、新規に算定する。なお、事業の性質等を踏ま
え、全比例での算定とし、令和4年度予算における補助見込
額をもとに標準区経費を設定する。
（第１回幹事会）

12 心身障害者福祉手
当支給費

心身障害者福祉手当支給費については、過去の協議におい
て、都区で合理的かつ妥当な水準に関する見解が分かれて
おり「基準財政需要額のあり方」と議論が関連するため、
その協議を踏まえるべきものと考える。
（第２回幹事会）

障害者の負担軽減と福祉の増進を図ることを目的とした心
身障害者福祉手当支給費について、身体障害者手帳3級・愛
の手帳4度・精神障害者保健福祉手帳1級所持者への手当を
新規に算定する。なお、決算の回帰分析結果を踏まえ、全
比例での算定とし、支給実績により標準区経費を設定す
る。
（第１回幹事会）

13 養育費確保支援事
業費

区案は、令和3年度における国庫支出金の補助実績をもとに
標準区経費を設定しているが、事業実施区は12区に留ま
る。そこで、令和4年度の事業実施区数を伺う。
（第２回幹事会）

養育費確保支援事業費について、新規に算定する。なお、
事業の性質等を踏まえ、全固定での算定とし、国庫支出金
の補助実績をもとに標準区経費を設定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

14 高校生等医療費助
成事業費

都は、子育てを支援する福祉施策の充実に向け、区市町村
が実施する高校生等への医療費助成事業に対し、所得制限
や通院時の一部自己負担等の基準を設けた上で補助するこ
ととしており、早期の事業開始を促進するため、令和5年度
から3年間は都の負担割合を10分の10としている。
よって、都制度においては、区負担は発生しない枠組みと
なっている。
都は、これまでの財調協議の中でもお示ししているとお
り、都の補助基準は、都全域における「合理的かつ妥当な
水準」であると考える。
また、高校生等医療費助成事業に係る所得制限等の撤廃に
ついては、各区が財政状況等を勘案の上、独自の政策判断
により実施することから、標準的な需要ではないと考えて
いる。
（第１回幹事会）

本件について、都から、令和5年度より制度を始めることに
ついて発表された。
発表を受け、制度や財源負担のあり方について、都区で協
議した結果、最終的には、都が所得制限・自己負担金の設
定を前提に、令和5年度から3年間については全額負担する
こと、また、令和8年度以降の所得制限等の制度の仕組みや
財源負担のあり方については、今後別途協議することと
なった。
この結果を踏まえ、特別区では子育て支援の観点から、乳
幼児及び義務教育就学児医療費助成制度と均衡を図るため
にも、令和5年度から所得制限・自己負担金を設定せずに事
業を実施し、都補助の対象外となっている部分について
は、令和7年度まで、区の負担で実施することとした。
そこで、令和7年度までの臨時的な対応として、都補助の対
象外である所得制限及び一部自己負担金に係る扶助費及び
審査支払手数料について、基準財政需要額に算定するよう
提案する。
国において、子ども基本法が可決成立し、都においては、
東京都こども基本条例が施行されていることも踏まえ、子
どもの健やかな成長に大きく寄与する本事業について、是
非とも前向きな検討をお願いする。
（第１回幹事会）

15 区立保育所管理運
営費（医療的ケア
児支援）

予算を用いた標準区設定では妥当性に欠けると考える。ま
た、各区の実施形態は常勤・会計年度・委託と様々である
が、実施形態を考慮せず、各節を委託料に一括して計上し
ている区側提案は、標準区としてあるべき需要とはなって
おらず、妥当ではないと考える。
（第２回幹事会）

区立保育所管理運営費について、「医療的ケア児及びその
家族に対する支援に関する法律」の成立・施行を踏まえ、
医療的ケア児支援に係る経費を新規に算定する。なお、令
和4年度予算の回帰分析結果を踏まえ、全固定での算定と
し、標準区経費は実施区平均により設定する。
（第１回幹事会）

16 子ども医療費助成
事業費

【区側提案事項】２その他関連する項目のNo.3「基準財政
需要額のあり方」に記載のとおり。

【区側提案事項】２その他関連する項目のNo.3「基準財政
需要額のあり方」に記載のとおり。

-16-



基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

17 放課後児童クラブ
事業費

標準区経費の設定方法については、実施区のみの回帰分析
で設定していることから、精査が必要であると考える。
（第２回幹事会）

放課後児童クラブ、いわゆる、学童クラブにおける報酬に
係る経費について、特別区の実態を踏まえ、算定を充実す
る。なお、令和4年度財調協議での都側の意見を踏まえ、標
準区経費は各区の直営施設における年間勤務時間数の回帰
分析により設定する。
（第１回幹事会）

18 待機児童保育事業
費

待機児童保育事業費について、保育士等の処遇改善に係る
補助の創設を踏まえ、算定を充実する。
（第１回幹事会）

以降、本事業については、【都側提案事項】No.3「待機児
童保育事業費」に記載のとおり。

19 認証保育所運営費
等事業費

認証保育所運営費等事業費について、保育士等の処遇改善
に係る補助の創設を踏まえ、算定を充実する。
（第１回幹事会）

20 利用者負担（保育
所等）

【区側提案事項】２その他関連する項目のNo.3「基準財政
需要額のあり方」に記載のとおり。

【区側提案事項】２その他関連する項目のNo.3「基準財政
需要額のあり方」に記載のとおり。

21 私立保育所施設型
給付費等

標準区経費の設定に当たり、施設機能強化推進費加算の算
出に誤りがあるなど、改めて精査すべきと考える。
（第２回幹事会）

処遇改善等加算Ⅲの新設による公定価格の見直しに伴い、
私立保育所施設型給付費等について、特別区の実態を踏ま
え、算定を充実する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

22 【態容補正】私立
認定こども園施設
型給付費等

標準区経費の設定に当たり、施設機能強化推進費加算の算
出に誤りがあるなど、改めて精査すべきと考える。
（第２回幹事会）

処遇改善等加算Ⅲの新設による公定価格の見直しに伴い、
私立認定こども園施設型給付費等について、特別区の実態
を踏まえ、算定を充実する。
（第１回幹事会）

23 【態容補正】児童
相談所関連経費
※一部衛生費を含
む

令和2年度財調協議における区側提案は、区立児童相談所の
開設実態がない中で、規模の異なる都児相の実績や、予
算・決算を用いたものであり、算定すべき需要額が区立児
童相談所の実態を踏まえたあるべき需要であるのか、合理
的かつ妥当な水準となっているのか、判断がつかないもの
であった。
しかし、子どもの最善の利益、子どもの安全・安心をいか
に確保していくかという観点が最も重要であるという都区
双方の共通認識を踏まえ、このような課題はあるものの、
今後、区立児童相談所の決算が出た時点、区立児童相談所
の数が増えた時点で見直しを行うことを前提に、合意した
ものである。
今回の区側提案は、令和3年度までに開設した区の実績を基
に、算定内容の見直しを提案しているとのことであるの
で、「合理的かつ妥当な水準」となっているのか、十分に
検証させていただく。
なお、これまでの財調協議でも申し上げているが、「合理
的かつ妥当な水準」を設定する上では、区の実績だけでは
なく、国基準や都基準等も踏まえるべきである。
令和2年度財調協議において、都から指摘した、固定費・比
例費割合の設定根拠や、子ども家庭支援センターについ
て、現行の標準事業規模500㎡が妥当かどうか、区側で検証
した結果を伺う。
また、新たな態容補正を提案するとのことだが、既に児童
相談所関連経費だけで3つの態容補正を設定している。算定
の簡素合理化との考えもある中で、態容補正の新設は、そ
の必要性を十分に検証すべきと考えるが、新たな態容補正
が必要と考える理由を伺う。
（第１回幹事会）

本件は、令和2年度財調協議において、「区の児童相談所関
連経費の実態が捕捉できるようになった段階で、改めて算
定内容を見直す」ことを都区双方において確認していると
ころである。
このため、今回は令和3年度までに開設した区の実績をもと
に、算定内容の見直しを提案する。
また、現在、児童福祉費の態容補正Ⅲにて算定されている
措置費及び旧東京都単独補助事業に係る経費については、
実際の措置児童数に応じた算定となるよう、新たな態容補
正を提案する。
最後になるが、何よりも子どもたちの安全・安心を確保す
るという考え方に立ち、東京都全体の児童相談体制を強化
していくためには、都と区が一体となって取り組んでいく
ことが必要不可欠と考えているので、是非、前向きな検討
をお願いする。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

24 予防接種助成事業
費（子ども向けイ
ンフルエンザ）

予防接種費の算定については、例外的な場合を除き、国が
予防接種法上の定期接種に位置付けたものを標準算定して
いる。
子ども向けインフルエンザの予防接種は、現状、任意接種
の位置付けであるが、今後、法定接種化が予定されている
のか伺う。
（第２回幹事会）

予防接種助成事業費（子ども向けインフルエンザ）につい
て、新規に算定する。なお、事業の性質等を踏まえ、全比
例での設定とし、標準的な助成対象年齢及び助成額に基づ
くモデルにより、標準区経費を設定する。
（第１回幹事会）

25 乳幼児健康診査費
（3歳児視力屈折検
査）

標準的な屈折検査機器の導入台数及び医療職の配置人数に
基づくモデルにより、標準区経費を設定しているとのこと
だが、具体的な設定方法について伺う。
（第２回幹事会）

乳幼児健康診査における3歳児健診の視力屈折検査につい
て、スポットビジョンスクリーナー導入等を踏まえ、新規
に算定する。なお、事業の性質等を踏まえ、全比例での設
定とし、標準的な導入台数及び医療職の配置人数に基づく
モデルにより、標準区経費を設定する。
（第１回幹事会）

26 公衆喫煙所維持管
理経費

区案は直近4か年平均決算額から単価を設定しているが、一
部経費が突出している区があることから、精査する必要が
あると考える。
また、実施区平均による標準区設定では妥当性に欠けると
考える。
（第２回幹事会）

令和2年4月1日施行の「改正健康増進法」及び「東京都受動
喫煙防止条例」に合わせて整備されている公衆喫煙所の維
持管理に係る経費を新規に算定する。なお、回帰分析の結
果を踏まえ、全固定での設定とする。また、令和4年度財調
協議での都側の意見を踏まえ、公衆喫煙所の形状や㎡単価
に基づくモデルにより、標準区経費を設定する。
（第１回幹事会）

27 予防接種費（子宮
頸がん）

予防接種費（子宮頸がん）については、平成24年度財調協
議において新規算定したが、国通知に基づき、平成25年6月
から令和3年11月まで積極的な勧奨を差し控えていた。その
ため、定期接種分については、積極的な勧奨が再開となっ
たことから、接種率の変動が見込まれており、その設定に
ついて、平成30年度財調協議において都区で合意した「新
たな予防接種を算定する場合においては、当初は想定接種
率で設定する」との内容を準用することに異論はない。
一方、キャッチアップ接種分の接種率等の設定方法につい
ては、令和6年度までの時限措置であることを鑑み、別途精
査する必要があると考える。
なお、区案は、定期接種分・キャッチアップ接種分とも
に、各区の想定接種率等から単純平均により標準区の接種
率等を設定しているが、区毎に接種対象者数や接種者数は
異なるため、加重平均により設定すべきと考える。
（第２回幹事会）

予防接種費（子宮頸がん）について、特別区の実態を踏ま
え、算定を充実する。なお、接種率等は、令和5年度におけ
る想定接種率の平均により設定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

28 予防接種費（イン
フルエンザ）

区案は、令和3年度の接種率等を基に設定しているが、過去
の見直し時は複数年度の実績を使用していることや、接種
率等は年度間でばらつきがあることが想定されることか
ら、複数年度の接種率等を基に、標準区経費を設定すべき
と考える。
また、各区独自の減免は、各区の政策的判断により実施さ
れているものであり、標準区経費に馴染まないものと考え
る。
（第２回幹事会）

予防接種費（インフルエンザ）について、特別区の実態を
踏まえ、算定を充実する。なお、接種率及び減免率等は、
令和3年度実績の数値により設定する。
（第１回幹事会）

29 予防接種費（ロタ
ウイルス）

区案は各区の接種率等から単純平均により標準区の接種率
等を設定しているが、区毎に接種対象者数や接種者数は異
なるため、加重平均により設定すべきと考える。
（第２回幹事会）

予防接種費（ロタウイルス）について、特別区の実態を踏
まえ、算定を改善する。なお、接種率等は、令和3年度実績
の数値により設定する。
（第１回幹事会）

30 【単位費用】【態
容補正】環境事業
推進費（路上喫煙
等巡回指導委託）

平成21年度財調協議において、当該経費を新規算定した際
の標準区経費は、単価や体制、時間、日数を基に設定して
いるが、本提案における標準区経費の設定方法について伺
う。
（第２回幹事会）

環境事業推進費に係る路上喫煙等巡回指導委託経費につい
て、特別区の実態を踏まえ、算定充実を充実する。また、
事業費が人口に逆相関がある一方、昼間人口においては高
い相関があったことから、昼間人口比率による態容補正を
設定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

31 廃棄物処理手数料 廃棄物処理手数料の設定に対する考え方については、これ
までも議論を重ねてきたが、都区の見解は異なっている。
都としては、従前から申し上げているとおり、事業系ごみ
処理に係る経費は、自己処理責任の原則に立ち、本来、す
べて廃棄物処理手数料で賄われるべきであり、処理原価に
応じた額に設定する必要があると考えている。
平成29年度財調協議において、区側は「廃棄物処理手数料
については都が言う『処理原価』とは別に『手数料原価』
を定め、改定がなされている。この『手数料原価』は、収
集運搬部門においては、手数料に反映すべきではない経費
を除外するため、一定の割合を乗じて算出された原価であ
り、また処理処分部門においては、廃棄物処理処分施設を
維持するための一定程度の固定経費があり、ごみ減量とと
もに原価が上昇することをさけるため、ごみ減量を進める
排出業者の負担を勘案し、算出した原価である。」と発言
しているが、令和5年10月から改定される廃棄物処理手数料
の設定方法も同様の考え方を採用しているのか。その設定
方法について伺う。
また、廃棄物処理手数料が改定される令和5年10月に、粗大
ごみ処理手数料及び動物死体処理手数料も改定する区があ
ると聞いているが、令和5年度財調で廃棄物処理手数料の改
定のみを反映させる理由について伺う。あわせて、この粗
大ごみ処理手数料及び動物死体処理手数料の改定を財調に
反映させる時期についても伺う。
（第２回幹事会）

廃棄物処理手数料について、令和5年10月からの単価改定に
伴い、収集運搬分4円／㎏、処理処分分2円／㎏を上乗せ
し、改善する。なお、令和5年度財調は半年分を反映するこ
ととし、令和6年度財調より1年分を反映する。また、収集
作業費の態容補正Ⅱにおいても、同様に単価改定分を反映
する。
（第１回幹事会）

32 区営住宅維持管理
費

区側提案では、委託料の標準区経費が現行算定と比較して
約1.6倍に増加しているが、その理由を伺う。
また、建設型の区営住宅を有していない区についても経費
が計上されているが、その経費の内容及び計上の理由も併
せて伺う。
（第２回幹事会）

区営住宅の維持管理に係る経費について、特別区の実態を
踏まえ、算定を充実する。なお、標準区経費は1人当たり経
費と人口規模により設定する。
（第１回幹事会）

-21-



基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

33 都市整備総務費
（緑化助成経費）

標準区経費の設定に当たって、区案には普遍的でない経費
が含まれていることから、改めて経費の精査をすべきと考
える。
また、実施区平均を用いた標準区経費の設定は妥当ではな
い。
（第２回幹事会）

生垣助成等の緑化助成に係る経費について、特別区の実態
を踏まえ、算定を充実する。なお、標準区経費は実施区平
均により設定する。
（第１回幹事会）

34 街路灯維持補修費 区案における街路灯の光熱水費、ＬＥＤ灯への切替えに係
る改築経費及び更新経費について、どこに設置される街路
灯が対象となるのか、その範囲を伺う。
また、街路灯の光熱水費及び改築経費については、平成31
年度財調協議の合意結果を踏まえた街路灯種別ごとの基数
を設定すべきであることなど、一部精査が必要と考える。
さらに、ＬＥＤ灯の更新経費について、財調上の新たなＬ
ＥＤ灯切替計画が令和7年度末に完了することを踏まえ、令
和8年度財調協議において更新状況を改めて検証する必要は
ないか、区側の見解を伺う。
加えて、ＬＥＤ灯への切替えに係る改築経費とＬＥＤ灯の
更新経費を同額とする理由を伺う。
（第２回幹事会）

街路灯維持補修費について、ＬＥＤ灯への切替状況を踏ま
え、光熱水費及び街路灯改築費を見直し、算定を改善す
る。
なお、光熱水費は街路灯の種別の割合により、街路灯改築
費は実施区平均により、それぞれ設定する。
（第１回幹事会）

35 【小学校費】医療
的ケア児支援経費

区側提案は令和3年度決算ではなく、令和4年度国庫補助金
交付決定額を使用しているが、その理由を伺う。
また、標準区経費の設定について、回帰分析結果を踏まえ
一部固定で設定とするとのことである。しかし、区側提案
では標準区あたり3校で本事業を実施するものとしている一
方、固定費比率は整数になっておらず、妥当ではない。な
お、現在の区側提案を単純に全比例に改めた場合、標準区
経費が国庫補助金交付決定額の水準から乖離する。区側提
案は国庫補助金交付決定額に基づく提案であることから、
乖離が生じないよう、経費設定の方法について精査が必要
と考える。
（第２回幹事会）

小学校における医療的ケア児支援経費について、「医療的
ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が令和3年
度に成立・施行し、医療的ケア児への支援が地方公共団体
の責務とされたことを踏まえ、新規に算定する。なお、令
和4年度の国庫補助金交付決定額の回帰分析結果を踏まえ、
一部固定で標準区経費を設定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

36 【小・中学校費】
学校法律相談事業
費（スクールロイ
ヤー委託経費）

スクールロイヤーに係る経費については、地方財政措置が
講じられているが、区側提案で地方交付税に準拠した経費
設定としていない理由について伺う。
また、本事業について、特別区の実施状況と今後の見通し
を伺う。
（第２回幹事会）

学校法律相談事業（スクールロイヤー委託）に係る経費に
ついて、昨今の虐待やいじめのほか、学校への過剰な要求
や学校事故への対応等の諸課題について、弁護士への相談
を必要とするため、新規に算定する。なお、決算の回帰分
析結果を踏まえ、全固定での算定とし、標準区経費は実施
区の平均実施回数と平均実施単価により設定する。
（第１回幹事会）

地方交付税に準拠した経費設定としていない理由、事業の
今後の見通しについては承知した。しかし、区側提案は相
談回数の設定において、実施区のみの平均回数としてお
り、妥当ではないと考える。
（第２回幹事会）

地方交付税のスキームは、域内の市町村等をサポートする
都道府県及び指定都市に対して措置が講じられているもの
であり、事業スキームが異なるため、地方交付税に準拠し
た経費設定にすることは出来ない。
実施状況については、利用件数は年々増加しており、令和4
年度からは新たに2区が実施予定であり、需要が高まってい
る。
（第２回幹事会）

37 私立幼稚園等保護
者負担軽減事業費

【区側提案事項】２その他関連する項目のNo.3「基準財政
需要額のあり方」に記載のとおり。

【区側提案事項】２その他関連する項目のNo.3「基準財政
需要額のあり方」に記載のとおり。

38 【小・中学校費】
学校職員費（区費
非常勤栄養職員）

栄養職員については、「公立義務教育諸学校の学級編制及
び教職員定数の標準に関する法律（以下、義務標準法）」
により、学校における標準的な人数が設定されている。こ
の点については、協議不調となった平成26年度財調協議に
おいても述べたところであるが、区側提案は義務標準法を
踏まえた提案となっているのか伺う。
（第２回幹事会）

学校職員費について、完全給食単独実施校における都費栄
養士の配置が2校に1人であり、未配置校に特別区では区費
で栄養職員を配置していることを踏まえ、区費非常勤栄養
職員に係る経費を新規に算定する。なお、決算の回帰分析
結果を踏まえ、全比例での算定とし、標準区経費は実施区
の延べ配置時間と、会計年度任用職員の財調単価の医療技
術系（医二）により設定する。
（第１回幹事会）

39 放課後子ども教室
推進事業費

放課後子ども教室推進事業については、令和4年度財調協議
において区側より提案がなされ、協議不調となった事業で
あるが、昨年度の提案からの変更点を伺う。また、本事業
については、昨年度の協議でも述べたとおり、都の補助金
算定基準が「合理的かつ妥当な水準」であると考えている
が、都補助の状況に関して変化があったのかを伺う。
（第２回幹事会）

放課後子ども教室推進事業費について、特別区の実態を踏
まえ、業務委託による設定に見直すとともに、算定を充実
する。なお、決算の回帰分析結果を踏まえ、一部固定で標
準区経費を設定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

40 【小・中学校費】
学校運営費（用務
委託）

学校運営費（用務委託）については、平成19年度財調協議
において、人件費の見直しの一環として、直営から委託化
することで新規に算定された事業であり、職員数と代替関
係にある。今回の区側提案は事業費のみの提案となってい
るが、人件費を合わせて見直す必要はないのか、区の見解
を伺う。
また、小学校費と中学校費の現行算定の充足率に大きな乖
離があるが、その理由を伺う。
（第２回幹事会）

学校運営費について、学校用務委託に係る経費を特別区の
実態を踏まえ、1校あたり単価を充実する。なお、標準区経
費は実施区の平均実施単価により設定する。
（第１回幹事会）

41 教職員健康管理費
（産業医報酬）

区側提案は、人数設定について実施区平均としているが、
労働安全衛生法に規定されている基準を踏まえて設定すべ
きと考える。また、単価設定についても、実施区平均での
設定や単価のバラつきがあることから妥当ではないと考え
る。
（第２回幹事会）

教職員健康管理費について、産業医報酬に係る経費を特別
区の実態を踏まえ、算定を充実する。なお、決算の回帰分
析結果を踏まえ、全固定での算定とし、標準区経費は実施
区の平均配置人数と平均実施単価により設定する。
（第１回幹事会）

42 私立幼稚園施設型
給付費

副食費徴収免除加算の経費設定について、一部精査が不足
しており、妥当ではないと考える。
（第２回幹事会）

処遇改善等加算Ⅲの新設による公定価格の見直しに伴い、
私立幼稚園施設型給付費について、特別区の実態を踏ま
え、算定を充実する。
（第１回幹事会）
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２その他関連する項目

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

1 【投資】投資的経
費の見直し（建築
工事）

区側提案では、「令和3年度末時点の各区の実態に対し、令
和4年度算定事業規模の充足率は100.4％と、充足している
ことから、標準事業規模については、据え置く」とのこと
である。
区側の主張する充足率100.4％となるのは、全費目の合計値
と比較した場合であり、費目ごと、施設ごとに見た場合に
は充足率にバラつきがある。
標準事業規模は標準区における施設規模として、各費目の
施設の機能別に設定されており、全体で妥当性を判断すべ
きものではないと考えている。
そのため、標準事業規模の検証に当たっては、施設ごとに
妥当性を判断すべきと考えるが、区側の見解を伺う。
あわせて、区側から改築及び改修単価について、各区予算
単価の上昇率に基づき改定されるよう、物騰率の算出方法
を改めることを提案する旨の発言があった。
区側提案は、現行の改築及び改修単価の推計方法自体を見
直す内容となっているが、現行の推計方法は、長期的に見
れば23区の実態を反映した合理的な推計方法と考えてい
る。
（第１回幹事会）

投資的経費の建築工事単価については、東日本大震災後の
工事費の高騰等が反映できていないことから、依然として
特別区の実態とは大きな乖離が生じており、見直しが急務
となっている。
今年度の区側提案は、過去の協議における都側の意見を踏
まえ、単価の比較のみに留まらず、標準事業規模や年度事
業量等を含めた、需要費の全体を検証した上で、取りまと
めたものである。
第一に、年度事業量のうち、学校の校舎については、各区
の長寿命化計画の方針等を踏まえ、現行の47年から80年に
見直すとともに、長寿命化改修工事に係る経費の新規算定
を提案する。
また、改修の回数については、20年目に1回目の大規模改
修、40年目に長寿命化改修、60年目に2回目の大規模改修を
行うものとして標準区モデルを設定している。
なお、その他の施設については、各区の長寿命化計画の方
針等にバラつきがあること、国から示されている客観的な
モデルがないこと等から、今後の状況を踏まえて再度検討
するものとして、現行の年度事業量の設定を据え置く。
第二に、算定上の単価のうち、改築単価については、特別
区の実態を踏まえ、各区の決算を基礎とした単価に見直す
ことを提案する。
また、改修単価については、学校の校舎は、文科省のモデ
ル等を踏まえ、長寿命化改修単価を改築単価に0.6を乗じた
額、大規模改修単価を改築単価に0.25を乗じた額とするこ
とを提案する。
（つづきあり）
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２その他関連する項目（つづき）

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

【投資】投資的経
費の見直し（建築
工事）
（つづき）

その他の施設は、現行の工種ごとに積算する方法を継続し
つつ、近年の工事単価の伸びを反映するため、平成26年度
から令和4年度までの各区予算単価上昇率を乗じた額とする
ことを提案する。
併せて、改築及び改修単価については、今後、継続して特
別区の実態を反映するため、各区予算単価の上昇率に基づ
き改定されるよう、物騰率の算出方法を改めることを提案
する。
なお、事業規模については、令和3年度末時点の各区の実態
に対し、令和4年度算定事業規模の充足率は100.4％と、充
足していることから、標準事業規模については、据え置く
こととする。
施設の老朽化対策は特別区の喫緊の課題であり、首都直下
地震等をはじめとした災害に備えるためにも、本経費の適
切な算定は重要であると考えているので、是非、前向きな
検討をお願いする。
（第１回幹事会）

2 【投資】投資的経
費に係る物騰率算
出方法の見直し

【区側提案事項】２その他関連する項目のNo.1「【投資】
投資的経費の見直し（建築工事）」に記載のとおり。

【区側提案事項】２その他関連する項目のNo.1「【投資】
投資的経費の見直し（建築工事）」に記載のとおり。
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２その他関連する項目（つづき）

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

3 基準財政需要額の
あり方

区側から「財調上の基準財政需要額の『合理的かつ妥当な
水準』」に関する都側の見解について確認があった。
財調上の基準財政需要額の「合理的かつ妥当な水準」につ
いては、個々の事務の内容に即して判断をしていくものと
考えている。
なお、区側が挙げた3事業に関する「合理的かつ妥当な水
準」についての都の見解は、過去の協議で何度も述べてき
ており、詳細に述べることはしないが、保育所等の利用者
負担の見直しについては国の基準、子ども医療費助成事業
費及び私立幼稚園等保護者負担軽減事業費については都補
助の水準が「合理的かつ妥当な水準」であると考えてい
る。
（第１回幹事会）

保育所及び認定こども園の利用者負担の算定については、
財調上、政令の定める上限額をもとに設定されている。一
方で、この保育料については、実施主体である市町村が、
政令の定める上限を超えないように定めることとされてい
ることから、特別区においては、より低い水準で設定して
いるところである。
乳幼児、義務教育就学児を対象とした子ども医療費助成事
業費の算定については、財調上、市町村部に対する都補助
の水準に準拠しており、所得制限や、一部自己負担金が設
定されている。特別区においては、所得制限等を設定せず
に事業を実施している。
幼稚園に通う保護者を対象とした利用料金等の負担軽減に
ついては、都補助事業では、助成に上限が設定されている
ことから、保護者に一定の負担が生じている。このため、
特別区では私立幼稚園等保護者負担軽減事業費として、都
事業の上乗せ補助を行っているが、財調上、算定されてい
ない。
国においては、「子ども基本法」が可決成立し、令和5年4
月1日に公布される。都においては、「東京都こども基本条
例」が令和3年4月1日に施行されており、このなかでは「全
てのこどもが誰一人取り残されることなく、将来への希望
を持って、伸び伸びと健やかに育っていく環境を整備して
いかなければならない」としている。
（つづきあり）

基準財政需要額の
あり方
（つづき）

子どもの健やかな成長に大きく寄与する施策であることか
ら、いずれも、特別区の実態に合わせた算定となるよう提
案する。
また、これらの事業については、過去、何度となく同様の
提案を行ってきたが、都側は地方交付税の設定や都補助の
基準が合理的かつ妥当な水準であるとして、合意には至ら
なかった。
大都市である都と特別区の間にのみ適用される制度である
ことを踏まえて、都区財政調整制度は、特別区の実態を踏
まえつつ特別区間の財源の調整を図り、行政水準の均衡を
確保するものであると考える。
このため、財調上の基準財政需要額における「合理的かつ
妥当な水準」は、特別区の実態を反映すべきものである。
本件について、改めて区案に沿って整理されるようお願い
するとともに、財調上の基準財政需要額の「合理的かつ妥
当な水準」について、都側の見解を伺う。
（第１回幹事会）
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２その他関連する項目（つづき）

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

4 【経常・投資】物
価高騰対策

電気料、燃料費、ガス料の物騰率については、令和5年度フ
レームにおいて、電気料に20.3％、ガス料に18.3％、燃料
費に14.0％を加算する見込みである。
また、建築工事単価についても、令和5年度フレームにおい
て、11.3％を加算する見込みである。
（第２回幹事会）

ウクライナ情勢等を背景とする原材料価格上昇や急速な円
安の進展等により、国内の物価関連指数は上昇が続いてい
る。
特別区の行財政運営にも影響を与えていることから、都区
財政調整においても、一定の対策を講じる必要があること
から、以下の事項について提案する。
まず、電気料、燃料費、ガス料について、通常の物騰率の
適用に加えて、物価の高騰を踏まえた一定の加算を行うこ
とを求める。具体的には、令和4年10月までの区部消費者物
価指数の高騰を踏まえ、電気料に19.8％、ガス料に
20.2％、燃料費に10.1％を臨時的に加算する。
次に、建築工事単価について、資材の高騰を踏まえた一定
の加算を行うことを求める。具体的には、資材高騰に伴う
特別補正分として6％を臨時的に加算する。
（第１回幹事会）
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２その他関連する項目（つづき）

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

5 特別交付金 特別交付金の割合については、平成19年の都区協議会にお
いて、条例の本則を2％から5％に変更する改正条例文案を
提示して都区で合意し、改正したものである。
各区においては、その地理的、社会的、経済的諸条件によ
る様々な行政課題に対応するために、その時々の状況に応
じて独自性を発揮した多種多様な事業に取り組んでいる。
これまで普通交付金の算定改善にも取り組んできたが、近
年の特別交付金の申請状況を見ても、普通交付金の算定対
象にはなっていない区ごとに異なる財政需要が、5％を大き
く超える規模で毎年申請されている。こうした財政需要を
着実に受け止めるためには、5％が必要であると考える。
また、区側から、「算定の透明性・公平性の向上」につい
ての発言があったが、特別交付金の算定ルールについて
は、都側で一方的に策定したものではなく、都区で議論を
積み重ね合意したものであり、透明性・公平性の確保の観
点からも、その内容について大きな問題はないと考えてい
ることはあらかじめ申し上げておく。
協議会でも申し上げたが、今年度の申請においても、相変
わらず普通交付金で算定している事項の申請が見られ、区
側提案により令和4年度から普通交付金の算定対象として合
意された事項の申請も多くの区で見受けられた。
中でも、令和3年度財調協議で「不要な申請作業が減少し、
都区双方の事務の軽減に繋がる」ことから、区側が実施し
た調査結果を踏まえて算定除外経費として明確にすること
を合意した各種システムの維持管理経費については、昨年
度に引き続き今年度も約半数の区から申請があるなど、事
務の軽減には繋がっていない。現行の制度を適切に運用
し、確実な算定を行うためだけではなく、都区双方の事務
の軽減の観点からも、「算定ルールに基づいた適正な申
請」となるよう、申請内容の精査については、改めてお願
いしたい。
（つづきあり）

法人住民税の一部国税化等の不合理な税制改正により、税
源が奪われており、特別区の財政状況は、厳しい状況にさ
らされている。このことを踏まえ、各区が安定的な財政運
営を行うためにも、可能な限り、算定内容が客観的かつ明
確に規定されている普通交付金による対応を図るべく、割
合を2％に引き下げることを求める。
区側が認識していない運用ルールの明確化等を通して、特
別交付金の算定の透明性・公平性を向上させていきたいと
考えている。そこで、算定除外となった経費について分析
したところ、あるべき財政需要について、普通交付金・特
別交付金のいずれにおいても算定されていない事例が確認
できた。具体的には、複数の補助メニューがある国庫補助
事業である。普遍性の有無により、メニューごとに普通交
付金における算定が決まっているものだが、普通交付金に
算定されていないメニューを、特別交付金で申請したとこ
ろ「標準算定」として除外された。普遍性を理由に普通交
付金で算定されないものにも関わらず、特別交付金で「標
準算定」として除外される理由について、都側の見解を伺
う。
（第１回幹事会）
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２その他関連する項目（つづき）

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

特別交付金
（つづき）

なお、複数の補助メニューがある国庫補助事業について、
「普遍性の有無により、メニューごとに普通交付金におけ
る算定が決まっているものだが、普通交付金に算定されて
いないメニューを、特別交付金で申請したところ「標準算
定」として除外された。」との区側発言があった。この
「複数の補助メニューがある国庫補助事業」とは、具体的
にどの事業を指しているのか伺う。
（第１回幹事会）
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２その他関連する項目（つづき）

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

6 都市計画交付金 都市計画交付金については、第1回財調協議会でも申し上げ
たが、都としても、特別区における都市計画事業の円滑な
実施は重要であると考えている。
そのため、これまでも都市計画交付金の運用について、各
区から都市計画事業の実施状況や意向等を伺いながら、区
施行の連続立体交差化事業の対象化や都市計画公園整備事
業の面積要件緩和など、様々な見直しを順次行ってきた。
今後とも各区が取り組む都市計画事業を円滑に促進する観
点から、各区から直接、現状や課題などを伺うなど、引き
続き、適切に調整を図りながら対応したいと考えている。
（第１回幹事会）

都市計画交付金は、本来基礎自治体が行う都市計画事業の
財源である都市計画税が特別区の区域においては都税とさ
れている中で、特別区が行う都市計画事業の財源として活
用できるよう、設けられているものである。
近年、都市計画税は、増収傾向にあり、平成29年度から令
和3年度にかけて約239億円の増収となっており、特別区の
都市計画交付金対象事業費についても増加傾向となってい
る。しかしながら、都市計画交付金予算額は、平成29年度
以降200億円に据え置かれ、都市計画税に対する比率は年々
低下し続けており、平成29年度は8.7％、令和3年度は7.8％
となっている。
さらに、交付率に上限があることから、事業の一部にしか
充当できない状況にある。
今後も市街地再開発事業を始めとする、特別区の都市計画
事業の増加に伴い、更なる特別区の一般財源負担と財調財
源への圧迫が見込まれる。
区側としては、都市計画税本来の趣旨を踏まえ、特別区の
都市計画事業の実績に見合うよう、交付金総額を拡大する
こと、全都市計画事業を交付対象化すること、交付率の上
限撤廃及び交付基準単価を改善することを提案する。
なお、都区の都市計画税の配分について、平成12年度都区
制度改革の際の国会質疑において、「都市計画交付金の額
や配分については、都区において適切な調整がなされるべ
き」との国の見解が示されている。都においても、都市計
画事業は当時の決算額ベースで概ね8対2の割合であること
を認めたうえで、区側と協議すべき重要な課題として確認
する旨の見解を示している。
このことを踏まえ、これまで何度となく、本件の解決に向
けた協議を求めてきたにも関わらず、昨今の財調協議にお
いては、都側は「各区から直接、個別の実施状況や意向等
を伺いながら適切に対応していきたい。」などの発言をす
るにとどまり、実質的な議論ができていない。
（つづきあり）
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２その他関連する項目（つづき）

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

都市計画交付金
（つづき）

そこで、特別区への都市計画税の配分のあり方について、
今回、改めて総務省の見解を確認したところ、都市計画事
業の実施状況等に応じて都と区において適切に協議すべき
という回答があった。
この回答を受け、これまで実質的に議論ができなかった抜
本的な見直しについて、この場で協議すべきと考えるが、
先日行われた財調協議会においても、昨今の発言を繰り返
すのみであり、明確な回答はなかった。
我々は特別区の代表として、財調協議に臨んでいる。「各
区から直接、現状や課題などをお伺いする」ということで
はなく、この場において、区側が主張している現状や課題
に対し、都側の見解を述べるべきである。
このような都側の姿勢は容認できるものではなく、総務省
の意向とも異なると考えるが、23区の代表が集まる財調協
議の場で議論を行わない理由を伺う。
また、都市計画税の配分について、都区で協議を行うにあ
たっては、都区が行っている都市計画事業の実施実態や都
市計画税の充当状況を検証することが不可欠である。
しかしながら、これまでも区側が再三情報の提示を求めて
いるにもかかわらず、都が行う都市計画事業の実施状況や
都市計画税の充当事業の詳細は明らかにされていない。特
に目的税である都市計画税の使途については、国は、議会
や住民に対しその使途を明らかするとともに周知すること
が適当であるとしている。都知事の目指す都政の透明化を
図る意味からも、区側が求める情報を開示すべきと考える
が、都側の見解を伺う。
（第１回幹事会）
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２その他関連する項目（つづき）

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

都市計画交付金
（つづき）

都市計画税は、都が賦課徴収する目的税であり、法律によ
り特別区にその一定割合を配分することとされている調整
税等とは制度上の性格が異なる。
このため、都としては、この財調協議の場において、都市
計画交付金を議論するものではないと認識している。
（第１回幹事会）

区側から、「都市計画交付金の規模の拡大と交付率の撤
廃・改善」、「都市計画事業の実態を検証するための情報
の提示」を求めたが、都側から明確な回答はなかった。
また、第1回財調協議会においても、これまで実質的に議論
ができなかった抜本的な見直しについて、この場で協議で
きるよう、強く求めてきたが、都側は、これまでと同様の
発言を繰り返すばかりである。
総務省の見解は、本件について、都区で協議して決めるべ
きということである。再三の要請にもかかわらず、何故、
財調協議の場で協議に応じないのか、都側の見解を伺う。
なお、「各区から直接、現状や課題などをお伺いする」こ
とは、各区ヒアリングであり、特別区の代表者の集まる協
議の場ではないことを申し添えておく。
（第１回幹事会）
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【都区間の財源配分に関する事項】　論点整理について ＜区側参考資料１＞

（２）　配分割合の変更の考え方
　　　　（配分割合の変更事由）

【上記（１）を踏まえ、配分を変更す
るときは、どのような場合か】

○配分割合は、上記（１）のとおり、都区間の役割分担に応じて
定めるべきものであることから、都区間の役割分担に変動があっ
た場合には、配分割合は変更することが制度運用として予定さ
れている。
　また、12年都区制度改革時にも、都と特別区の事務配分又は
役割分担に大幅な変更があった場合、大規模な税財政制度の
改正があった場合、その他必要があると認められる場合に変更
すると、都区合意している。

○上記の変更事由のほかにも、自治法施行令210条の14の変更
事由もある。

○法の原則・都区合意による変更事由と自治法施行令210条の
14の変更事由はそれぞれ独立した変更事由である。平成19年
度における配分割合の変更は、施行令の事由に該当する状況
になく変更している。

○自治法施行令210条の14の規定において、著しい財源不足が
見込まれる場合が起きる要因の一つとして、役割分担の変更が
ありうることは当然のこと。

○配分割合を変更する際の原則は、以下の2つがあり、これによ
り、都区で協議して決めるもの。
　①都区合意である「都と特別区の事務配分又は役割分担に
　　 大幅な変更があった場合」
　②自治法施行令210条の14の「財源不足額合算額と普通交
　　付金総額が引き続き著しく異なる場合」

○平成19年度の3％、令和2年度の0.1％については、都区で協
議した結果と認識している。

○地方自治法逐条解説では、地方自治法施行令第210条の14
について、「著しく異なることとなる場合」には、制度改正や事務
配分の変更により著しく異なることとなる場合も含まれる。」とされ
ている。

（１）　都区間の財源配分の考え方
　　　　（財源配分の決定方法）

【調整税等をどのように都区で配分
すべきか】

○都区の役割分担に応じて財源配分をすることが地方自治法の
規定である。
　よって、特別区のみの所要額の積み上げによって定めるもので
はない。

○特別区財政調整交付金の役割に、都区間の財源の均衡を図
る都区間配分と特別区間の財源の均衡を図る区間調整の二つ
がある。
　都が通常は市町村事務であるものの一部を担う役割があるゆ
えに、都区間の配分が必要になり、これと併せて、都区間配分後
の財源を、特別区間の財源が均衡するように配分することによっ
て、個々の特別区の財源を保障するのが、特別区財政調整交
付金の役割である。

○都と特別区の間の財源配分の基礎となる数値を条例で定める
に当たっては、都区の役割分担の状況を慎重に吟味する必要
がある。また、地方自治法施行令第210条の14の規定にも鑑みる
と中期的には安定的な割合を定めなければならない。

○特別区財政調整交付金は、地方自治法第282条において、
「都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並
びに特別区の行政の自主的かつ計画的運営を確保するため、
政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交
付するものとする。」と規定されている。

○地方自治法では、都区間の財源配分は都区間の役割分担に
応じて配分することを直接規定した条文はないことを都として確
認した。

論点 区の考え方 都の考え方



論点 区の考え方 都の考え方

（３）　区児相の設置の取り扱い

【上記（１）（２）を踏まえ、配分割合
の変更事由に該当するか】

○上記（１）・（２）を踏まえれば、
都区の役割分担が変更（法の原則・都区合意による変更事由）
することから、配分割合を変更すべきであり、区側は提案をして
いる。
（自治法施行令210条の14には該当するものではないため、区
側は提案をしていない。）

○法に定められた義務的な事務である児童相談所関連事務が
都から特別区へ移管されるのにあわせて、その財源を都から特
別区へ移譲するということである。

○【都側の考え方　1点目への見解】
　①設置区数が7区のみ→児童相談所は、児童相談行政の中
　　 核を担う機関であり、都から区に権限が移管されることは、
　　 それ自体大幅な役割分担の変更となるものである。
　　 設置区が7区であったとしても、当該区において大幅な役割
　　 分担の変更が生じていることに変わりはない。
　②③設置区以外の都の設置義務、サテライトオフィ ス につい
　　 　て、区側は財源移譲を求めていない。
　④児童自立支援施設も含め、区は移管された全ての事務に
　　 責任を果たしている。（事務の委託を含め、都と国と調整の
　　 上、政令指定を受けている。）

○【都側の考え方　2点目への見解】
　　区側は、地方自治法施行令第210条の14による配分割合の
　変更ではなく、都区の役割分担の変更に応じた変更を求めて
　いるので、都側が指摘するような観点は必要がない。
　　都区間の財源配分の協議は、都が市町村事務とされるもの
　の一部を担っていることを踏まえて、限られた市町村税源を役
　割分担に応じて分け合うものであり、都区それぞれの財政が
　財源不足状態にあるかどうかを議論するものではない。役割分
　担に応じて配分割合を定めたうえで、都区双方がそれぞれの
　財政運営に責任を持つというのが都区間の合意点であり、独
　立・対等関係にある自治体同士のあるべき姿である。
　　特別区は、これまでも、変更事由にあたらない限り、税収の
　落ち込みによる需要の縮減に応じてきた。変更事由が生じた
　からこそ配分割合の変更を求めている。

○【1点目】区児相の設置は、「都と特別区の事務配分又は役割
分担に大幅な変更があった場合」に該当しない。
　【根拠】
　　・財調制度上の取扱いについては、特別区のエリアにおい
　　て、児童相談所に関する都区の役割分担が大幅に変更さ
　　れているのか、についての議論が必要
　　・児童福祉法に基づく児童相談所の設置は、都道府県に
　　義務付けられており、区は政令に指定された場合にのみ児
　　童相談所設置が可能となっている。
　　①区児相は一斉移管ではなく特別区のエリアにおいて、
　　　設置区数がR4末時点で7区であること
　　②設置区以外の16区では都の児童相談所がその役割を
　　　担っていること
　　③特別区の求めに応じて、サテライトオフィスの設置を進め
　　　ていること。来年度以降も設置を進めて行く
　　④本来設置区が担う業務を都が担っていること
　　　→具体的には児童自立支援施設（法的に設置義務
　　　　 があるにも 関わらず、区は設置していない）

○【2点目】特別区の財政状況も踏まえて、配分割合の変更が無
ければ特別区の需要算定に影響が出るのかという観点からも議
論が必要である。
　R4では将来の需要を臨時算定している。当年度に必要な需要
は算定され、当年度の需要を割落とすといったこととなるもので
はない。
　また、配分割合を変更しなければ特別区の児童相談所の運営
に要する経費を賄うことができない状況となるのか、配分割合の
変更がされなければ財政運営に支障をきたす状況になるのか、
示すべき。
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＜区側参考資料２＞ 

 

１ 地方自治法（抜粋） 

（都と特別区との役割分担の原則） 

第 281 条の 2 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地

方公共団体として、第 2 条第 5 項において都道府県が処理するものとされてい

る事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第 3 項において

市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市

地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が

一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。 

２ 特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域

を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第 2条

第 3 項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。 

３ 都及び特別区は、その事務を処理するに当たっては、相互に競合しないよう

にしなければならない。 

（特別区財政調整交付金） 

第 282 条 都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並び

に特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるとこ

ろにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。 

２ 前項の特別区財政調整交付金とは、（中略：調整三税等）の合算額に条例で定

める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行すること

ができるように都が交付する交付金をいう。 

 

２ 逐条地方自治法の解説（第 282 条解説抜粋） 

都区財政調整制度の趣旨が法文上明確にされたのは、昭和 49 年の改正において

である。当時、都区財政調整制度が特別区の各年度の具体的な財政運営細部まで規

制するような形で運営されることにより、特別区の財政自主権が侵されるのではな

いか、との懸念が指摘されていた。こうした事態が生じることのないよう規定を整

備したものである。 

特別区は、直接地方交付税法の対象とはされず、特別区の行政が全体として適正

な水準を保ち得るよう、このような都区財政調整制度が設けられている。これは、 

①都と特別区の間には、一般の都道府県と市町村の間とは異なる事務配分の特

例があり、都が一般的には市が処理する事務の一部を処理していること。 

②その場合、事務に要する経費に充当するため、市町村税源をもとに都と特別

区との間の財源配分を行うべきこと。 

③税目によって、市町村税源を都と各特別区との間で分けきることとすると、

特別区間で極端な税源偏在を生じること。 

④特別区間で税源偏在が著しい税目を都と特別区の間の財源配分に用いると

ともに、その税源により財政力の異なる特別区間の財政調整を行うことが適

当であること。 

を踏まえた措置である。 



2 
 

 

３ 改正地方制度資料第二十五部（地方自治法改正時の自治省作成資料） 

問８８ 今回の改革後も都区財政調整制度を存置する理由如何。 

答１ 今回の都区制度改革により、原則的には、特別区が基礎的地方公共団体と位

置付けられる以上、都の内部団体的性格を表す規定は廃止し、一般の道府県及

び市町村と同様の規定を適用することとなるが、なお、大都市としての一体性・

統一性を確保する必要があることから、消防、上下水道等の事務が法令で都に

留保される等の事務配分の特例や課税権の特例（調整３税、都市計画税、事業

所税等が都税）が存続することとなる。 

 ２ この場合、大都市としての一体性・均質性の確保の観点から都に留保される

事務については本来的には市町村税をもって充てられるべき性格のものであ

るため、そのための都と区間の財源配分を適切に行う必要がある。(都と特別

区の財源配分機能） 

 ３ また、特別区の存する区域にあっては、特別区相互間に著しい税源の偏在が

ある中で大都市の一体性及び統一性を確保するためその行政水準の均衡を図

る必要がある（特別区の財源保障機能。財源調整機能） 

 ４ これらの要請を満たすためには、今回の改革後においても、都の内部団体と

しての性格を払拭する観点から見直しを行った上で、都区財政調整制度により

都区間の事務処理の特例等に応じた財源保障を講じることが適当と考えられ

る。 

 

 

４ 国会答弁（H10.4.7 衆議院地方行政委員会での自治省財政局長答弁から抜粋） 

「都に留保される事務につきましては、本来的には市町村税をもって充てられるべ

き性格のものでございまして、したがいまして、そのために都と区の間で財源配

分を適切に行う必要がございます。」［二橋財政局長（衆 H10.4.7 中島武敏）］ 

「いわゆる調整三税の調整割合を定めるということが都分と特別区分とのシェアを

分けることになるわけでございますが、これにつきましては両者間で十分な話し

合いを行って、あくまでもその基本となりますのは実際に行います事務分担に応

じてその財源の配分を行うということでございますので、そういう実際に分担す

る事務分担を前提として十分な話し合いを行っていただきたい、その結果で調整

割合を定めていくということになろうかと思います。」［二橋財政局長（衆 H10.4.7

太田昭宏）］ 

「調整三税を原資とする都区財政調整制度が、それぞれ市町村の事務を都と特別区

で分担する割合に応じて財源配分がされるわけでございまして、そういう意味で、

御指摘のとおり、都に留保される、一般であれば市町村が行う事務の財源として

この調整三税の、要するに都に留保される分がそういう財源保障の機能を持つと

いうことでございます。」［二橋財政局長（衆 H10.4.7 中島武敏）］ 
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５ 都区協議会における確認事項（H12.2.10） 

①今回財源配分に反映させない清掃関連経費については、区の財源配分に反映さ

せる課題として整理し、都の実施経費を踏まえて平成 17 年度までに協議する。 

②今後の小中学校の改築需要急増への対応について、実施状況等を踏まえて協議

する。 

③今回の配分割合は、清掃事業について一定期間特例的な対応を図ること等を踏

まえたものであり、都区双方の大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあ

り方については、今後協議する。 

④都市計画交付金について、都区双方の都市計画事業の実施状況に見合った配分

が行われるよう検討する課題とする。 

⑤清掃事業の特例的な対応が終了する平成17年度の時点で配分割合の見直しを行

うことは当然として、それまでの間、大きな制度改正やどうしても対応できない

事態が発生した場合には、配分割合の変更について協議を行う。 

 

 

６ 主要５課題の整理（H18.2.16） 

１ 今後の都区のあり方について、事務配分、特別区の区域のあり方（再編等）、

税財政制度などを根本的かつ発展的に検討することとし、協議が整い次第、この

ための検討組織を都区共同で設置する。 

   都区の大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方については、この

検討を行う中で、その結論にしたがい整理を図る。 

２ 平成 18 年度都区財政調整協議において、清掃関連経費及び小中学校改築に係

る課題を整理することとし、都は財政調整交付金とは別に 200 億円の特別交付

金を平成 18 年度に限り設ける。 

   特別区都市計画交付金については、対象事業に市街地再開発事業（再開発組合

等への助成）を追加する。 

３ 「三位一体改革の影響」への対応として都から提案された調整率の 2％アップ

（19 年度以降）については、影響の全体像を見極め、平成 19 年度財調協議にお

いて合意できるよう努力する。 

 

 



№ 確認事項等

1
医師（小児
科医）

・区案は、非常勤で実施している2区の単価の平均から標準区経費を設定しているが、単
価にバラつきがあり、単に平均値で標準区経費を設定することが合理的かつ妥当な水準で
あるのか判断することができない。

2
医師（精神
科医）

・区案は、非常勤で実施している4区の単価の平均から標準区経費を設定しているが、単
価にバラつきがあり、単に平均値で標準区経費を設定することが合理的かつ妥当な水準で
あるのか判断することができない。

3 ・全固定としているが、18歳未満人口とは比例しないとする理由を伺う。

4
・「児童相談所設置市事務」においても常勤職員を計上しているが、職員に重複がないか
伺う。

5
虐待相談対
応件数によ
る配置

・全固定から全比例に変更した理由を伺う。

6
児童虐待対
応協力員

・実施区平均による標準区経費の設定は妥当ではないことから、精査する必要があると考
える。

7
事務（非常
勤）

・実施区平均による標準区経費の設定は妥当ではないことから、精査する必要があると考
える。

8
・現行算定は時間外勤務手当を設定していないが、当時設定しなかった理由、また、今回
の提案で改めて設定した理由を伺う。

9
・非常勤に対して時間外勤務手当を設定しているが、非常勤の時間外勤務手当は報酬に含
めて支給することとなっているため、妥当ではないと考える。

10
・「相談受理件数」、「児童虐待相談対応件数」、「訪問調査」いずれも全比例で標準区
経費を設定した根拠を伺う。

11
・複合施設である場合、児童相談所の経費のみを切り分けた上で経費設定を行っているの
か伺う。

12
・子ども家庭支援センターと一体整備の場合、面接室など建物の設備等を、児童相談所と
子ども家庭支援センターとで共有しているものと認識しているが、その場合の経費の切り
分け方法を伺う。

13
・標準区では、一時保護所が併設されているモデルで経費を設定しているが、独立してい
る区の経費も積算に含まれており、妥当ではないと考える。

14
管
理
費

旅費
・標準区経費の設定に当たり、統一単価である旅費511円と訪問1回あたり旅費708円との
乖離を「1人あたり訪問回数」で調整することは妥当ではないと考える。

児童相談所関連経費に係る区側提案に対する都側論点メモ

項目

相談受理件数等

児
童
相
談
所
の
職
員
配
置

児
童
相
談
所
運
営
費

事務

時間外勤務手当

建物維持管理費

1



№ 確認事項等項目

15
・「特別区研修所における研修」の他に、新たに「研修講師への謝礼」、「民間研修への
参加費用」を標準区経費として設定しているが、特別区研修所による各区統一的な研修以
外の経費を設定している理由を伺う。

16
・「特別区研修所における研修」は一部固定であるにも関わらず、「研修講師への謝
礼」、「民間研修への参加費用」は全比例としている理由を伺う。

17
・「特別区研修所における研修」について、児童福祉司以外の業務を経験した後に再び児
童福祉司として任用される場合においても研修を受講し直す設定となっているが、その妥
当性を伺う。

18 ・標準区における庁有車の利用用途を伺う。

19
・標準区の車両台数を2台で設定しているが、各区実態にバラつきがある中で、単に平均
で設定することが合理的かつ妥当な水準であるのか判断することができない。

20
・庁有車は、所有を前提としているのか伺う。所有の場合であれば、積算にハイヤー利用
料、リース代が含まれており、精査が必要と考える。

21 ・車両賃借料を計上しているが、庁有車との利用用途の違いを伺う。

22
・標準区経費の設定に当たり、経費が突出している区があることから、精査が必要である
と考える。

23
検査、治療
指導等

・心理検査用品の購入経費が新たに設定されているが、子供家庭支援センターでの利用分
と重複はないか伺う。また、「管理費」－「事務費」における需用費との重複はないか伺
う。

24
メンタルフ
レンド事業

・標準区経費の設定に当たり、1区の実績を積算から除外している理由を伺う。

25
・現行算定は時間外勤務手当を設定していないが、当時設定しなかった理由、また、今回
の提案で改めて設定した理由を伺う。

26
事
業
費

給食費 ・現行算定と比較して、標準区経費が約11倍に増加している理由を伺う。

27
・「その他経費（需用費・役務費）」について、事業実施区のみの平均で経費設定してい
ることから、未実施区も含めて標準区経費の設定を精査する必要があると考える。

28 ・現行算定は、常勤職員を2人分計上しているが、0.6人に減となった理由を伺う。

29 ・実績がないのにも関わらず、標準区経費を設定することは妥当ではないと考える。

車両経費

児
童
相
談
所
設
置
市
事
務

車両賃借料

時間外勤務手当

児童福祉審議会

指定療育機関に関
する事務

管
理
費

児
童
相
談
所
運
営
費

事
業
費

一
時
保
護
所
運
営

費

職員研修費

2



№ 確認事項等項目

30
・積算内訳を確認すると、一部の区の「里親研修・トレーニング等事業」、「里親支援機
関事業」で特財の該当がないが、区単独事業が含まれていないか伺う。

31
・里親支援事業について、現行算定では全固定で設定しているが、全比例に変更した理由
を伺う。

32

・審査会委員について、現行算定は6名となっている。令和2年度財調協議の際は、「令和
2年度開設の3区に確認したところ、3区とも委員を6人とする条例を制定（または制定予
定）と確認している。」との回答があったが、今回の提案では5名と減になっている理由
を伺う。

33
・需用費について、4区中1区しか実績がなく、標準区経費の設定として妥当ではないと考
える。

34
・現行算定においても児童相談所設置市事務として、小児慢性特定疾病の支給等に関する
事務を算定しているが、今回の提案で、新たに職員費を標準区経費として設定した理由を
伺う。

35
・医療費助成は全比例で設定しているのに対し、職員費は全固定で設定しているが、全固
定が妥当であると考える理由を伺う。

36
・審査支払事務手数料の国保連単価について、75.46円と設定しているが、正しくは73.54
円であると考える。

37
・現行算定においても児童相談所設置市事務として、障害児入所給付費の支給等に関する
事務を算定しているが、今回の提案で、新たに職員費を標準区経費として設定した理由を
伺う。

38
・他の児童相談所設置市事務では、経費を全固定又は全比例で設定しているが、事業者指
導検査に係る経費のみ回帰分析を行い一部固定として経費設定している理由を伺う。

39

・児童福祉法施行令第38条には、「1年に1回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が
法第45条第1項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査
させなければならない」と記載がある。一方で、国通知「児童福祉行政指導検査の実施に
ついて」によると実施方法について「監査対象施設の規模及び前回の指導監査の結果等を
考慮した弾力的な指導検査を行うこと」と記載があることから、区の実態を加味した実施
率を考慮すべきと考える。

40 ・標準区経費の設定に当たり、算出式などに一部誤りがあるため、精査が必要と考える。

里親

児
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事
務
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事業者指導検査
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